
令和７年度和歌山県労働条件等実態調査（結果概要） 

 

令和７年度の県内事業所における労働条件等について、調査結果を取りまとめましたので公表

します。 

 

＜和歌山県労働条件等実態調査の概要＞ 

〇調査目的 県内事業所における労働条件等の実態を把握するため 

〇調査時点 令和７年７月 31日現在 

〇調査対象 常用雇用者 30 人以上のすべての県内事業所及び常用雇用者 10 人以上 30 人未満

から無作為に抽出した県内事業所、計 2,000 事業所を調査（有効回答 1,169 事業

所、有効回答率 58.5％） 

〇調査方法 郵送又はオンライン 

〇備  考 隔年調査 

 

 

１ 男性の育児休業の取得率が増加（P6参照） 

〇 育児休業制度を規定している事業所は 84.9％（前回比 0.9 ポイント増）となっています。 

〇 男性の育児休業取得率は 52.4％（前回比 15.5 ポイント増）となっています。 

〇 男性の育児休業利用者の利用期間は、「２週間～１か月未満」が最多となっています。 

 

 

２ 子の看護等休暇及び介護休暇制度を規定している事業所の割合が増加 

  （P10～11参照） 

〇 子の看護等休暇制度を規定している事業所は 70.8％（前回比 3.5 ポイント増）となっていま 

す。 

〇 子の看護等休暇の時間単位での取得を規定している事業所の割合は 61.6％（前回比 4.7 ポイ

ント増）となっています。 

〇 介護休暇制度を規定している事業所は 71.2％（前回比 3.1 ポイント増）となっています。 

〇 介護休暇の時間単位での取得を規定している事業所の割合は59.6％（前回比2.9ポイント増） 

となっています。 

 

 

３ 令和６年度に、カスタマーハラスメントを受けたと判断した事例があった事業所は 

11.7％（P16 参照） 

〇 産業別でみると、事例が多かったのは、①医療、福祉（20.3％）、②複合サービス事業 

  （16.7％）となっています。 

〇 カスタマーハラスメントの内容として多いのは、①威圧的な言動（73.7％）、②対面又は 

  電話での精神的な攻撃（51.1％）、③同じ内容を繰り返す等の過度なクレーム（49.6％） 

  となっています。 
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令和７年度 和歌山県労働条件等実態調査の概要 

 

１ 回答事業所                                      

・有効回答 1,169 事業所、有効回答率 58.5％（調査対象 2,000 事業所） 

 

<産業別構成（以下「産業別」という。）> 

産  業 事業所数（社） 割  合 

建設業 76 6.5％ 

製造業 236 20.2％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 7 0.6％ 

情報通信業 8 0.7％ 

運輸業、郵便業 53 4.5％ 

卸売業・小売業 186 15.9％ 

金融業・保険業 31 2.7％ 

不動産業、物品賃貸業 8 0.7％ 

学術研究、専門・技術サービス業 18 1.5％ 

宿泊業、飲食サービス業 72 6.2％ 

生活関連サービス業、娯楽業 18 1.5％ 

教育、学習支援業 34 2.9％ 

医療、福祉 306 26.2％ 

複合サービス事業 6 0.5％ 

サービス業（他に分類されないもの） 60 5.1％ 

その他 38 3.3％ 

不明・無回答 12 1.0％ 

 

<規模別構成（以下「規模別」という。）> 

規  模 事業所数（社） 割  合 

30 人未満 286 24.5％ 

30～49 人 235 20.1％ 

50～99 人 225 19.2％ 

100～299 人 195 16.7％ 

300 人以上 188 16.1％ 

不明・無回答 40 3.4％ 

 

 

 

２ 採用・賃金・休暇                                   

(1)採用状況 

・ 採用状況としては、四年制大学卒業者を男女とも正社員として新規採用した事業所は 6.8％

となっている。（令和５年度調査：6.6％） 
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(2)賃金体系 

・ 賃金体系としては、「定期昇給型と成果主義型の混合」を採用している割合が 50.3％と最

も高くなっている。（令和５年度調査：45.9％） 

 

・ 成果主義を取り入れている割合は、63.8％となっている。（令和５年度調査：64.2％） 

 

(3)休暇制度 

・ 休暇制度の導入状況について見ると、「配偶者出産休暇」（45.3％）や「夏季休暇・リフレ

ッシュ休暇」（43.5％）の割合が高くなっている。 

 

    

・ 完全週休２日制を採用している事業所の割合は、全体に対する割合で 48.2％となっている。

（令和５年度調査：42.7％） 

 

<産業別> 

   完全週休２日制を採用している割合が高いのは、①不動産業、物品賃貸業（100.0％）、②

金融業・保険業（87.1％）となっている。 

 

(4)年次有給休暇 

・ 年次有給休暇取得率は 68.0％となっている。（令和５年度調査：66.3％） 

<産業別> 

年次有給休暇取得率が高いのは、①電気・ガス・熱供給・水道業（81.6％）、②製造業（73.5％）

となっている。 

 

・ 時間単位による年次有給休暇について、取得を認めている事業所の割合は 43.3％となって

いる。（令和５年度調査：36.8％） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

メモリアル休暇

ボランティア休暇

教育訓練休暇

学校行事休暇

夏季休暇・

リフレッシュ休暇

配偶者出産休暇

導入している 導入していない（予定あり）
導入していない（予定なし） 無回答

休暇制度の導入状況 

（n＝1,169） 
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３ 多様な働き方                                    

(1)多様な働き方 

・ 多様な働き方について、何らかの制度を導入していると回答した事業所は 79.1％となって

いる。（令和５年度調査：73.5％） 

 

・ 制度を導入かつ利用している割合を個別に見ると、「変形労働時間制」（52.1％）が最も多

く、次いで「短時間勤務制度」（31.9％）、「始業・終業時刻の繰上・繰下」（26.2％）の順に

高くなっている。 

 

 

 

 

・ 多様な働き方の制度を導入した理由は、「業務の効率化」が 56.3％で最も高く、次いで「人

材確保のため」が 41.1％となっている。 

 

 
・ 多様な働き方に今後取り組むに当たっての課題としては、「人員配置に苦慮する」（61.3％）

や「労務管理が煩雑になる」（48.2％）と回答した事業所の割合が高くなっている。 
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限定正社員制度（職務）

裁量労働制
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勤務間インターバル制

フレックスタイム制

短時間正社員制度
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始業・終業時刻の繰上・繰下

短時間勤務制度
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導入している（利用あり） 導入している（利用なし） 導入していない 無回答

6.2 

15.6 

34.9 

40.9 

41.1 

56.3 

0% 20% 40% 60% 80%

その他

感染症対策のため

人材の定着（退職者減少）のため

ワーク・ライフ・バランスの支援のため

人材確保のため

業務の効率化のため

多様な働き方の導入状況 

制度の導入理由 

（n＝1,169） 

（n＝925） 
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(2)副業・兼業制度 

・ 副業・兼業を認めている事業所の割合は 50.6％となっている。 

<産業別> 

副業・兼業を認めている割合が高いのは、①生活関連サービス業、娯楽業（88.9％）、②

情報通信業（75.0％）となっている。 

 

<規模別> 

副業・兼業を認めている割合が高いのは、①30人未満（61.9％）、②300人以上 

（48.9％）の事業所となっている。 

 

・ 副業・兼業を認めていない事業所の割合は 35.7％となっている。 

 

・ 副業・兼業を認めていない理由は、「過重労働となり本業務に支障をきたす恐れがあるた 

め」が 84.4％で最も高く、次いで「労働時間の管理・把握が困難であるため」が 44.4％と 

なっている。 

 

・ 副業・兼業している人材を受け入れたことがある事業所の割合は 48.8％となっている。 

<産業別> 

副業・兼業している人材を受け入れたことがある割合が高いのは、①生活関連サービス業、

娯楽業（83.3％）、②宿泊業、飲食サービス業（79.2％）となっている。 

 

<規模別> 

副業・兼業している人材を受け入れたことがある割合が高いのは、30人未満の事業所で、

57.0％となっている。 

 

・ 副業・兼業している人材を受け入れた目的としては、「人材不足の解消のため」が 88.1％

で最も高く、次いで「業務の効率化のため」が 15.9％となっている。 

 

 

 

 

 

9.8

1.5

14.3

17.7

25.6

48.2

61.3

0% 20% 40% 60% 80%

特になし

その他

経営に影響する（売上の減少等）

制度導入についてのノウハウが不足している

利用者と非利用者で不公平感が生じる

労務管理が煩雑になる（勤務時間の把握等）

人員配置に苦慮する（代替要員の確保等）

多様な働き方の課題 

（n＝1,169） 
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４ 定年制（高齢者雇用）                                     

・ 何らかの定年制（一律定年制、職種別定年制、その他の定年制）を定めている事業所の割

合は 89.2％となっている。（令和５年度調査：84.2％） 

<産業別> 

何らかの定年制を定めている割合が高いのは、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、 

  （100.0％）となっている。 

一方、定年制を定めていない割合が高いのは、①宿泊業、飲食サービス業（29.2％）、②不

動産業、物品賃貸業（25.0％）となっている。 

 

<規模別> 

何らかの定年制を定めている割合が高いのは、100～299 人以上の事業所で 99.0％となって

いる。 

 

・ 一律定年制を定めている場合の各年齢の割合について、60歳は 60.8％（令和５年度調査：

67.7％）、61歳は 0.4％（令和５年度調査：0.3％）、62歳は 2.1％（令和５年度調査：0.8％）、

63歳は 1.3％（令和５年度調査：1.5％）、64歳は 0.3％（令和５年度調査：0.6％）、65歳以

上は 34.2％（令和５年度調査：29.0％）と、60歳が最も高くなっており、次いで 65歳以上

の割合が高くなっている。 

 

・ 何らかの定年制を定めている場合の対応は、 

(ｱ) 定年年齢の引き上げ：実施予定（5.2％） 検討中（26.5％） 

(ｲ) 定年制の廃止：実施済又は実施を予定（0.7％） 検討中（8.7％） 

(ｳ) 継続雇用制度：勤務延長制度又は再雇用制度がある（91.3％） 

となっている。 

 

・ 勤務延長又は再雇用後の賃金水準は、定年前と比較して「６～７割程度」が 35.0％で最も

高くなっている。（令和５年度調査：36.0％） 

 

 

 

7.4

1.9

5.6

7.0

15.9

88.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

新事業の立ち上げ・推進のため

コストメリットのため

新たな知識・経営資源の獲得のため

業務の効率化のため

人材不足の解消のため

副業・兼業している人材を受け入れた目的 

（n＝571） 
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５ 育児・介護休業制度等                                

(1) 育児休業制度 

・ 育児休業制度を規定している事業所の割合は 84.9％となっている。（令和５年度調査：

84.0％） 

   子が２歳に達するまでの間（原則１歳までであるが、保育所に入所を希望しているが入所

できない、配偶者が死亡・疾病等で子の療育が困難になったなどの事情がある場合は、最長

２歳に達するまでの取得可）、育児休業をすることができると規定している事業所の割合は

34.5％（令和５年度調査：29.3％）、法を上回る規定をしている事業所の割合は 10.9％とな

っている。 

<産業別> 

  法を上回る規定をしている割合が高いのは、①金融業・保険業（35.5％）、②電気・ガス・

熱供給・水道業（28.6％）となっている。 

   規定がない割合が高いのは、①不動産業、物品賃貸業（37.5％）、②宿泊業、飲食サービ

ス業（30.6％）となっている。 

 

<規模別> 

   規模が大きいほど、規定がある割合が高くなっている。 

 

(2) 育児休業取得率 

・ 育児休業取得率は、男性 52.4％、女性 91.3％となっている。（令和５年度調査：男性 36.9％、

女性 92.4％） 

 

・ 男性の育児休業利用者の利用期間は「２週間～１か月未満」、女性の育児休業利用者の利

用期間は「１～１年半未満」が最多となっている。 

 

・ 育児休業取得者がいた事業所における育児休業を取得する際の雇用管理としては、「同じ

部門の他の社員で対応する」が最も多く、その割合は 77.8％となっている。（令和５年度調

査：78.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

30.0 24.8 35.0 6.5 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変化なし ８～９割程度 ６～７割程度 ６割未満 無回答

勤務延長又は再雇用後の賃金水準 

（n＝952） 
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(3) 介護休業制度 

・ 介護休業制度を規定している事業所の割合は 78.5％となっている。（令和５年度調査：

77.4％） 

<産業別> 

介護休業制度を規定している割合が高いのは、①電気・ガス・熱供給・水道業、学術研究、

専門・技術サービス業、複合サービス事業（100.0％）、②製造業（91.9%）となっている。 

一方、規定のない割合が高いのは、①宿泊業、飲食サービス業（40.3％）、②生活関連サー

ビス業、娯楽業（38.9％）となっている。 

 

<規模別> 

規定している割合が高いのは、①100～299 人（95.4％）、②300 人以上（94.7％）の事業所

となっている。 

 

(4) 育児・介護の支援制度 

・ 何らかの育児のための支援措置がある事業所の割合は 68.3％となっている。（令和５年度

調査：63.5％） 

 

・ 支援措置として多いのは、「短時間勤務制度」60.6％、（令和５年度調査：58.0％）、「所定

外労働の免除」45.0％（令和５年度調査：43.4％）、「始業・終業時間の繰上・繰下」31.5％

（令和５年度調査：26.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

3.7

14.1

23.2

26.3

77.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

その他

派遣労働者を雇用する

他部門・他事業所から人員を異動させる

パート・アルバイトを雇用する

同じ部門の他の社員で対応する

育児休業を取得する際の雇用管理 

（n＝1,169） 
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・ 育児のための支援措置について、従業員からのニーズが最も高いのは、「短時間勤務制度」

（45.5％）となっている。 

 
  

・ 何らかの介護のための支援措置がある事業所の割合は、54.4％となっている。（令和５年

度調査：53.4％） 

 

・ 支援措置として多いのは短時間勤務制度 47.1％（令和５年度調査：46.9％）、所定外労働

の免除 37.6％（令和５年度調査：36.8％）となっている。 
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23.0

28.1
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16.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児・介護に対する経費の援助

フレックスタイム制度

テレワーク制度

始業・終業時刻の繰上・繰下

所定外労働の免除

短時間勤務制度

子が１歳未満 子が１歳～３歳まで 子が３歳～小学校就学前
子が小学校入学～卒業 子が小学校卒業以降も可 なし
無回答
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18.7 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

復帰前後の研修等

勤務地・職務等の限定正社員制度

事業所内保育所の設置

経費の援助

テレワーク制度

復帰に備えた情報提供

フレックスタイム制度

所定外労働の免除

始業・終業時刻の繰上・繰下

短時間勤務制度

育児のための支援措置及び利用可能な期間 

育児のための支援措置（従業員からのニーズ） 

（n＝1,169） 

（n＝1,169） 
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・ 介護のための支援措置について、従業員からのニーズが高いのは「短時間勤務制度」（30.2％）

となっている。 

 

 

(5) 育児・介護休業の導入及び運用における問題点 

・ 問題点としては「代替要員の人材確保が難しい」（育児 43.7％、介護 37.3％）、「利用する

者が少ない」（育児 28.0％、介護 42.9%）と回答した事業所が多くなっている。 

 

2.9

5.8

7.4

22.2

37.6

47.1

66.9

64.8

63.6

51.0

34.1

29.4

30.2

29.4

28.9

26.8

28.2

23.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児・介護に対する経費の援助

テレワーク制度

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上・繰下

所定外労働の免除

短時間勤務制度

あり なし 無回答

1.6

3.2

4.6

5.6

6.4

8.3

14.8

15.8

30.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

復帰前後の研修等

勤務地・職務等の限定正社員制度

復帰に備えた情報提供

経費の援助

テレワーク制度

フレックスタイム制度

所定外労働の免除

始業・終業時刻の繰上・繰下

短時間勤務制度

介護のための支援措置 

介護のための支援措置（従業員からのニーズ） 

（n＝1,169） 

（n＝1,169） 
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(6) 子の看護等休暇制度 

・ 子の看護等休暇制度を規定している事業所の割合は 70.8％となっている。（令和５年度調

査：67.3％） 

<産業別> 

子の看護等休暇制度を規定している割合が高いのは、①電気・ガス・熱供給・水道業、学

術研究、専門・技術サービス業、複合サービス事業（100.0%）、②金融業・保険業（93.5％）

となっている。 

一方、規定のない割合が高いのは、①建設業、不動産業、物品賃貸業、生活関連サービス

業、娯楽業（50.0％）、②宿泊業、飲食サービス業（45.8％）となっている。 

 

<規模別> 

子の看護等休暇制度を規定している割合が高いのは、300 人以上の事業所で、92.6％とな

っている。 

3.3

7.4

14.1

15.0

21.9

28.0

43.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

復職時における休業者の能力が低下している

休業後、復職する者が少ない

企業の生産性が低下する

企業の経済的負担が大きくなる

休業者が復職した時の代替要員の処遇が難しい

利用する者が少ない

代替要員の人材確保が難しい

2.1

4.7

13.1

13.6

17.9

37.3

42.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

復職時における休業者の能力が低下している

休業後、復職する者が少ない

企業の生産性が低下する

企業の経済的負担が大きくなる

休業者が復職した時の代替要員の処遇が難しい

代替要員の人材確保が難しい

利用する者が少ない

介護休業の導入及び運用における問題点 

（n＝1,169） 

（n＝1,169） 

育児休業の導入及び運用における問題点 
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  ・ 子の看護等休暇の時間単位での取得を規定している事業所の割合は 61.6％となっている。

（令和５年度調査：56.9％） 

 

(7) 介護休暇制度 

・ 介護休暇制度を規定している事業所の割合は 71.2％となっている。（令和５年度調査：

68.1％） 

<産業別> 

    介護休暇制度を規定している割合が高いのは、①電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信

業、複合サービス事業（100.0％）、②金融業・保険業（90.3％）となっている。 

一方、規定のない割合が高いのは、①生活関連サービス業、娯楽業（55.6％）、②不動産業、

物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業（37.5％）となっている。 

 

<規模別> 

介護休暇制度を規定している割合が高いのは、300 人の事業所で、91.0％となっている。 

 

・ 介護休暇の時間単位での取得を規定している事業所の割合は 59.6％となっている。（令和５ 

年度調査：56.7％） 

 

 

６ パートタイム労働者                                   

・ 各種制度の適用状況を見ると、 

就業規則         91.3％（正社員 94.1％） 

昇給制度         59.8％（正社員 87.7％） 

特別給与（賞与等）    51.2％（正社員 86.7％） 

教育訓練         44.3％（正社員 64.8％） 

健康診断         80.2％（正社員 93.3％） 

正社員に切り替える制度  57.5％ 

となっている。 

 

・ 同一労働同一賃金について、正社員と同一の職務内容であるパートタイム労働者がおり、

同一の賃金を支給している事業所は 9.8％となっている。 

 

 
 

・ パートタイム労働者の労働契約を雇入通知書等の書面により結んでいる事業所の割合は

92.9％となっている。（令和５年度調査：89.9％） 

 

5.5

9.8

33.0

56.5

0% 20% 40% 60%

無回答

（同一の職務内容には）同一賃金を支給している

（同一の職務内容だが）賃金は異なる

正社員とパートタイム労働者では職務内容が異なる

同一労働同一賃金について 

（n＝921) 



- 12 - 

 

 

７ 女性の活躍促進                                   

・ 男女別の平均勤続年数に差異があると回答した事業所は、27.4％となっている。（令和５

年度調査：31.7％） 

 

・ 差異が生じる理由としては、「女性が結婚、妊娠、出産を機に退職してしまうため」が 66.6％

で最も多くなっている。 

 

 

 

・ 女性の活躍推進に向けた取組としては、「スキルアップ機会を男女平等に付与」が 63.0％

で最も多くなっている。 

 

 

 
・ 管理職（係長相当職以上）に占める女性の割合は 24.4％となっている。（令和５年度調査：

22.7％） 

<産業別> 

管理職に占める女性の割合が高いのは、①医療、福祉（47.3％）、②教育、学習支援業（47.2％）

となっている。 

 

24.4

5.0

10.6

41.3

66.6

0% 20% 40% 60% 80%

その他

残業が多い又は休日が少ないため

勤務形態が不規則であるため

女性が配偶者の都合で退職してしまうため

女性が結婚、妊娠、出産を機に退職してしまうため

2.4
15.2

21.3

35.2

59.4

63.0

38.1

66.6

60.1

47.6

31.7

25.8

59.5

18.2

18.6

17.2

8.9

11.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

女性管理職に関する数値目標の設定

女性の割合が低い職務への積極的登用・採用

女性活躍の必要性についての理解促進

女性の継続就業に関する支援

スキルアップ機会を男女平等に付与

実施している 実施していない 無回答

女性の活躍推進に向けた取組 

男女別平均勤続年数に差異が生じる理由 

（n＝320） 

（n＝1,169） 
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<規模別> 

管理職に占める女性の割合が高いのは、30人未満の事業所で、35.3％となっている。 

 

 

・ 不妊治療と仕事の両立支援に関する制度があるのは 8.5％となっている。 

<産業別> 

   不妊治療と仕事の両立支援に関する制度がある割合が高いのは、①金融業・保険業 

（41.9％）、②情報通信業（37.5％） 

 

<規模別> 

   不妊治療と仕事の両立支援に関する制度がある割合が高いのは、300 人以上の事業所で、 

  26.6％となっている。 

 

 

８ 労務管理                                      

(1) ハラスメントに関する取組 

・ セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下、「ハラスメント」という）につ

いて何らかの対策を実施している事業所の割合は 93.7％となっている。（令和５年度調査：

90.4％） 

 

・ ハラスメント対策の取組内容として多いのは、ハラスメントは許さないという方針をたて

ている 92.0％（令和５年度調査：91.8％）、就業規則等で防止措置を規定 86.6％（令和５年

度調査：86.3％）となっている。 

 

 

 

・ 若手社員の職場定着について何らかの取組を実施している事業所の割合は、88.5％となっ

ている。（令和５年度調査：86.1％） 

 

・ 職場定着についての取組内容として多いのは、残業・労働時間・賃金等の見直し 79.7％（令

和５年度調査：74.5％）、個別面談・カウンセリングの実施 71.5％（令和５年度調査：66.8％）

となっている。 

 

1.5

59.5

62.9

81.3

86.6

92.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

従業員に対してハラスメントに関する研修等を行っている

管理職に対してハラスメントに関する研修等を行っている

ハラスメントに関する相談窓口を設けている

就業規則等でハラスメント防止措置を規定している

ハラスメントは許さないという方針を立て周知している

ハラスメント対策の取組 

（n＝1,095） 
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(2) ワーク・ライフ・バランスに関する取組 

・ ワーク・ライフ・バランスについて何らかの取組を実施している事業所の割合は 90.1％と

なっている。（令和５年度調査：89.9％） 

 

・ ワーク・ライフ・バランスの取組内容として多いのは、年次有給休暇の取得促進 92.5％（令

和５年度調査：91.8％）相談窓口の設置 65.2％（令和５年度調査：59.9％）となっている。 

 

 

 

 

・ 労働時間削減を実施している事業所のうち、具体的な取組内容として多いのは、従業員間

の労働時間の平準化 48.9％（令和５年度調査：47.7％）、時間外労働の事前申告制度導入

48.1％（令和５年度調査：41.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

0.9

41.6

59.2

63.4

71.5

79.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

メンター（教育担当者）を配置している

ビジネスマナー・接遇研修等のスキルアップ研修を実施

福利厚生制度を充実させている

個別面談・カウンセリングを行っている

残業・労働時間・賃金等の見直しを行っている

0.9

46.6

59.8

65.2

92.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

男性の育児休業の取得促進

労働時間の削減

相談窓口の設置（過重労働、メンタルヘルス等）

年次有給休暇の取得促進

ワーク・ライフ・バランスに関する具体的な取組内容 

若手社員の職場定着への具体的な取組 

（n＝1,034） 

（n＝1,053） 
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・ 有給休暇取得促進に取り組んでいる事業所のうち、具体的な取組内容として多いのは、社

員へ残日数の通知 83.1％（令和５年度調査：76.1％）、計画取得や目標の作成・提出 26.4％

（令和５年度調査：29.8％）となっている。 

 

 

 

 

(3) メンタルヘルスケア（心の健康対策）に関する取組 

・ メンタルヘルスケアに関する取組を実施している事業所の割合は 60.1％となっている。（令

和５年度調査：57.5％） 

 

・ メンタルヘルスケアの取組内容として多いのは、ストレスチェックの実施 74.4％（令和５

年度調査：71.7％）、定期健康診断における問診 57.5％（令和５年度調査：58.2％）となっ

ている。 

 

 

 

 

6.2

23.0

25.1

26.2

48.1

48.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

一定時刻以降の時間外労働の禁止

数値目標の設定、取組状況のフォローアップ

ノー残業デーの設定

時間外労働の事前申告制導入

労働時間の標準化

5.4

20.4

25.4

26.4

83.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

研修、掲示、通知等による啓発

管理職等が率先して取得

取得計画や目標の作成・提出

社員へ残日数の通知

労働時間削減に関する具体的な取組内容 

有給休暇取得促進に関する具体的な取組内容 

（n＝630） 

（n＝974） 
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(4) カスタマーハラスメント 

 ・ 令和６年度に、カスタマーハラスメントを受けたと判断した事例があったのは 11.7％とな 

っている。 

 <産業別> 

事例が多かったのは、①医療、福祉（20.3％）、②複合サービス事業（16.7％）となってい 

る。 

 

・ カスタマーハラスメントの内容として多いのは、威圧的な言動（73.7％）、対面又は電話で 

の精神的な攻撃（51.1％）、同じ内容を繰り返す等の過度なクレーム（49.6％）となってい 

る。 

 

 

1.7

11.3

18.1

22.9

23.5

27.6

34.0

42.7

57.5

74.4

0% 20% 40% 60% 80%

その他

心の健康管理に関する調査の実施

人事労務担当者、健康管理担当者に対する教育研修

メンタルヘルスケアの担当者の選任

管理監督者に対する教育研修、情報提供

専門家によるカウンセリングの実施

従業員に対する教育研修、情報提供

職場環境の改善

定期健康診断における問診

ストレスチェックの実施

1.5

6.6

8.0

8.8

13.1

13.9

49.6

51.1

73.7

0% 20% 40% 60% 80%

その他

身体的な攻撃(暴行、傷害)

SNS等での精神的な攻撃

拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

性的な言動

著しく不当な要求

同じ内容を繰り返す等の過度なクレーム

対面又は電話での精神的な攻撃

威圧的な言動

カスタマーハラスメントの内容 

メンタルヘルスケアに関する具体的な取組内容 

（n＝702） 

（n＝137） 
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９ 外国人労働者                                    

・外国人労働者を雇用した理由としては、「人手不足の解消・緩和のため」が 80.9％で最も高く

なっている。 

 

・外国人労働者を雇用する上での課題として多いのは、①コミュニケーションを取ることが難し

い 45.8％、②外国人労働者の雇用や管理についてのノウハウがない 31.1％、③文化や価値観等

の違いにより、トラブルになる 26.3％となっている。 


